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現行の特定高齢者の決定方法  
⊥」量産品覿蓋馳藍藍  

○老人保健事業における基本健康診査の受診者及びその他様々な方  
法にょり把握された特定高齢者の可能性がある者が記入した基本  
チエソグ」ストをもとに、以下の〔‡カ、ら④のいず㌣ノかに該当する  
毒を特定高齢者の候補者として選定する。  

基本チェックリスト  
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2 特定高齢者の決定  
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者の決定から介護予防プログラムへの参加までの手順（現行）  
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定高齢者の決定から介護予防プログラムヘの参加までの手順（見直し後）  
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（第2回介護予防継績的評価分析等検討会鈴木委員提出資料）  

基本チェックリスト」による特定高齢者候補者の選定基準について  

1＿」農地覿珪 

（1）介護予防事業における特定高齢者施策においては、特定高齢者は全高齢者人口の  

概ね5％程度と想定されているが、平成18年11月時点における市町村の実施状況調  

査（以下、「実態調査」という。）では特定高齢者の決定者は全高齢者人口に対して  

0．43％であり、プログラム参加者は全高齢者人口の0．14％にとどまっている。  

（2）特定高齢者施策においては、「基本チェックリスト」をできるだけ、多くの高齢   

者に実施して特定高齢者を把握することによる事業の効果的な実施が期待されるも   

のであるが、実態調査ではアプローチできた高齢者は23％にとどまっている。  

→ 「基本チェックリスト」については、可能な限り多くの高齢者に対して実施する  

ことが望まれるが、現状においては、実態としてアプローチしうる高齢者の割合に  

基づいたシミュレーションを行って基準を設定することが求められている。  

（3）また、現行の基準は、平成1了年度に実施した「基本チェックリストに関するパ   

イロット調査＜参考1参照＞（以下、「パイロット調査」という）をふまえ、基本チ  

ェックリストを実施した高齢者の概ね10％程度の者を特定高齢者の候補者として選   

定することを想定して定められているが、実態調査では5．0％にとどまっている。  

→ 特定高齢者施策への参加者が高齢者人口の約5％となることを目標に、一定の条  

件をおくと、基本チェックリストを実施した者のうち、特定高齢者候補者の出現率  

が、約25％となるよう、その選定基準を設定することが求められている。  
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2．検 討  

（1）現行の選定基準による特定高齢者候補者の出現率  

パイロット調査のデータをもとに、回答が記載されていない基本チェックリストの   

項目（以下、「欠損項目」岬（1点）」とし、現行の選定基準（※1）   

に当てはめて再計算したところ特定高齢者候補者となる対象者は13．2％であった。  

＜表1参照＞  

※1 以下のいずれかに該当する者を特定高齢者の候補者として選定  

・ うつ関係を除く20項目のうち12項目以上該当  

・運動器関係の全5項目に該当  

・ 栄養改善関係の全2項目該当  

・ 口腔機能関係の全3項目該当  

＜表1＞ 特定高齢者の候補者の出現率  

特定高齢者   対象者数   

候補者の該当   （人）   

あり   82   

なし   5，39   

計   6，21   

数   対象者に占める  

割合（％）   

823   13．2  

390   86．8   

213   100．0   

（2）基本チェックリストの実施集団の特性について  

「パイロット調査」（悉皆調査）において分析対象とした集団をもとに、実態調査   

の結果（特定候補者の出現率が旦二旦塑）となる集団特性についてシミュレーションし   

たところ、下のような集団（※2）であると想定された。＜表2 参照＞  

※2 この集団に現行の基準をあてはめると、特定高齢者の候補者は約6．0％となる。  

＜表2＞ 4分位の各郡おける特定高齢者候補者抽出率  

各群における特定高齢者候   
人数   （％）   

累積  
群：総点数  

補者抽出率（％）  （％）   

1群：0 ～ 2   80   1，553  25．0   25．0   

2群＝ 2 60   1，553  25．0   50．0   

3群：5 ～ 8   40   1，553  25．0   75．0   

4群：8～25   20   1，554  25．0   100．0   

計   100   6，213  100．0  

※各群は総得点の得点順位で各群が約25％の割合となるように4つの群に分類した集団  

＜参考2 参照＞  
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（3）特定高齢者候補者の出現率が25％となる選定基準について   

（2）で想定した集団において、特定高齢者候補者の選定基準を幾つか当てはめたと   

ころ、基本チェックリスト特定高齢者候補者が25％程度（※3）出現する基準は、  

3．結 果 に記したとおり。  

※3 この集団に上記の基準をあてはめると、特定高齢者の候補者は約25．6％となる。  

旦こ結 果   

実態調査において、基本チェックリストを実施した集団において、特定高齢者候補者が  

25％程度出現する選定基準は、以下のとおり。  

以下のいずれかに該当する者を特定高齢者の候補者として選定  

うつ関係を除く20項目のうち10項目以上該当  

運動器関係の5項目のうち3項目に該当  

栄養改善関係の全2項目該当  

口腔機能3項目のうち2項目に該当  
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分析対象のデータ  

○ 平成17年度「基本チェックリストに関する／くイロット調査」   

・目的：「基本チェックリスト」の妥当性の検証のため。   

・対象者：自立・非該当高齢者   

（要介護認定高齢者（要支援、要介護状態にある者）を除く。）   

1対象者数：6，213名   

・回収率：95．8％   

t調査期間：平成17年7月～8月   

・調査調査：対象となる高齢者に対して調査票を配布し1週間後に調査員が回収  

チェックリスト（1～25項目）総点数  

点数   人数   ％   累積％   

0   512   8．24   8．24   

1   9．83   18．08   
2   620   9．98   28．05   

3   597   9．61   3了．66   

4   553   臥90   46．56   

486   7．82   54．39   

6   461   7．42   61．81   

7   387   6．23   68．03   
8   361   5．81   73．85   

9   296   4．76   78．61   

10   231   3．72   82．33   
241   3．88   86．21   

12   165   2．66   88．86   
13   15了   2．53   91．39   

14   141   2．27   93．66   

15   105   1．69   95．35   

16   75   1．21   96．56   

62   1．00   9了．55   

18   46   0．74   98．29   
19   27   0．43   98．73   

20   25   0．40   99．13   

21   21   0．34   99．47   
22   14   0．23   99．69   

23   0．18   99．87   

24   5   0．08   99．95   

0．05   100．00   
計   6213   1．00   0．00   

58一   



参考資料6  

介簾予鮪事業（地域電撥事業）の粗菓的窃取細に向けて  
～成果を上げるた仇の一つのポイント～  

I．特定高齢者の把握について   

基本健康診査で基本チェックリストを実施していますが、特定高齢者  

に該当する方はあまりいません。  

○基本健康診査に併せて実施する方法は、多＜  
の高齢者をスフリーニンクする方法として効率  
的ですが、受診者は自立した汚が多いので、特  
定高齢壱に該当する割合は低い傾向にあります。   

○特定高齢壱である可能惜の高い基本健康診査  

末単言参壱等については、医療関係団体等の関係  
団体や地域包括支援センター、保健師等と連携  

することにより把握することが効率的かつ効果  
的です。   

○各市町村は、両者を組み合わせた把握事業を  

ポイント①  

効率的力＼つ効果的な特  

定高齢者の把握は、  
①「多くの方をチェッ   

クできる基本健康診   

査ルート」  

②「特定高齢者の可能   

性の高い関係機関等   

ルート」  

の組合せが重要です。  

う必要があります。  

「
t
－
－
1
 
 

特 定高  るルート（基本チェックリスト）  

（草＼一基本健康 診査ルート  
し之）関係機関等ルート   

基本健康診  
査（医師に  
よる生活機  
能 評価も併  
せ て 実 施」  

定高齢者の把握が進んでいる自治体はどのような取組をしている  

すゎ＼？  

○具体的には、次のような取組に積極的に取り  

組んでいます。  

・特：君島齢壱肥握事業の担当窓＝の設置、周知  

・医療関係団体等の関係団体との連携  
・地域包括支援センタ との連携  
・保健師等の訪問活動との連携   
※ 詳細は「介護予防事業の実施状況の調査結果と特  

定高齢者把握のための効果的な取組の分析」を参照  

して卜さい。   

0各市町村は、地域の実情を踏まえて関係団体  
との連携等に取り組む必要があります。  

＼  
、＼＿＿．．．．．．＿▼  
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特定高齢者の把握でその他にエ夫することはありますか？   

J 「フ  、＼  ／  具体的には各市間村が、  
1）要壱揺認屠の申請者に向けて、特定高齢者施   

策の説明をするとともに＿、基本チェックリス   
トの実施を促すなど、介護予防事業の周知を  
行い、  

2）認定審査芸に対しても、特定高齢音施策を説   
明し、要介護認定が非該当の者であっても、   

必要な場合には特定高齢者として適切なサー   
ビスが受けられることを周知していただくこ  

とが重要です。  

、㌧＼＼、＼∴  ○特定高齢者把握事業は地域包括支援センター 
が受託できる事業であり、委託費は地域支援事  
業交付金の対象です。（法施行頒則窮14∩章の5∩）   

○新たに受託できることとなる∩護予防事芋の  
普及啓発事業等をあわせて実施することにより、  

一層効果的な把握事業の実施が可能となります。  

地域包括支援センターが上記事業を受託した  

場合の運営費は、包括的支援事業費＋把握事業  
等＋介護報酬となります。  

ポイント④  

特定高齢者の把握事業  
は地域支援事業交付金の  

対象です。  

乙介簾予断事業の辛施について   

特定高齢者が少な＜介護予防事業の開催は難しい状況です。   
特定高齢者の方から「友達と一緒に参加したい」という声を聞きま  

すが、特定高齢者施策と一般高齢者施策を同じ会場でできますか？  

T「■‾1＿7  ＼ 
、〉一／  

○特定高齢者と－一般高齢者が∴紹に参加でさる  
ようにするなど、市町村の創意工夫が可能です。   

○この場合でも、特定高齢者の矧こは、介護予  
防ケアプランの作成、モニタリングの実施等は  

必要です。  

ポイント⑤  

特定高齢者施策と一般  

高齢者施策は同じ会場で  

実施できます。  
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の定める基本チェックリストの該当基準では特定高齢者が＋分集  

ないので、市町村が独自に該当基準を定めて介護予防事業を実施  

もよいです力＼？  

ホイノト6  

l   

○一般高齢者施策は、市町村独自の基準で  

介護予防事業の対象者を決め、事業を実施  

することは可能です。   

○特定高齢音施策と適切に組み合わせて、  
地域の実情に応じた効果的な介護予防事業  
を展開することも可能です。  

3．介護予賄の効果について  

介護予防の効果は、特定高齢者施策だけで考えるのですか？  

○介護予防の効果は、∩護予防特定高齢看  
施策（ハイリスクアプローチ）とn護予防  
－般高齢酋施策（ボヒ」レーションアプ  
ローチ）で封1禦を考えます。   

○両施策を適切l」組み昌才つせて効果的なハ  

護予防事業を展開することが重要です。  

今綺の匝の取組について  

○介護予防事業に積極的に取り組んでいる自治体の先  

進的な取り組みや介護予防プログラムを情報提供して  

いきます。  

○特定高齢者の把握状況や関係者の御意見等を踏まえ、  
特定高齢者（候補者）の該当基準、特定高齢者（決定  
者）の決定基準について、要件の見直しを検討します。  
（平成19年4月施行予定）  

＿．    ＿＿，＋＋／   ／  
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参考資料7  

介穎予防事業の活性化を目指して  

課 題   

全国の市町村で行われている介護予防事業について、その対象となる特  

定高齢者が適切に把速されず、改正介護保険法で創設された「介護予防シス  
テム」が十分に機能していないという問題が生じています。   

この間題を解決するため、以下のことを改善していきます。  

柵I．  
特蘭書杷肘魯た槻書手王▼ウり棚曹鴨疇博し手書。  

（1）基本チェックリストの参加者を増やすためには、基本健康診査との連  
携のほカ＼に、  
①特定高齢者把撞事業の相談窓口の設置、周知  
②医療関係団体等の関係団体との連携  

③地域包括支援センターとの連携  

④保健師等の訪問活動との連携   

なとが効果的です。  
※詳細は、け†護予防事業の実施状況の調i結果と特定高齢者把握のための効果的な取組の分析」  
を参照して＜ださい。  

（2）さらに、参加者を増やすためには、特定高齢者の把握担当部局と要介  
護認定の担当部局との連携が重要です。  
具体的には、各市町村が、  
①要介護認定の申請書に向けて、特定高齢者施策の説明をするととも  

に、基本チェックリストの実施を促すなど、介護予防事業の周知を  
行い、  

②認定審査会に対しても、特定高齢者施策を説明し、要介護認定が非  
該当の方であっても、必要な場合には特定高齢者として適切な  
サービスが受けられることを周知することが重要です。  

（3）国は、こうした効果をあけている先駆的な自治体の取組について市町  
村に情報提供していきます。  
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河薫ヱ．  
糠甜書の世些準の■仲亜し鴨♯肘し書す。   

特定高齢者の把握状況や関係者の御意見などを踏まえ、  
①基本チェックリストに係る特定高齢者（候補者）の該当基準  

②特定高齢者（決定書）の決定基準  

について、要件の見直しを検討します。（平成19年4月施行予定）  

河贅，．  
地■の手廿に応じた、糟正桝批「腑書旛薫と場合わ  

せた市町村の介■手鮪■書■可搬し書書．  

（1）一般高齢者施策は、市町村独自の基準で対象者を決めることが可能で   
す。特定高齢者施策と適切に組合せて、地域の実情に応じた、効果的な   
介護予防事業を展開することも可能です。  

（2）特定高齢者施策と一般高齢者施策は、同じ会場で実施することを可能   
とします。高齢者同士が一緒に参加できるようにするなど、市町村の創   
意工夫が可能になります。  

付薫ヰ．  
書専行う鵬折■センター棚書■陽t♯  

自橿し書す．  

（1）特定高齢者把撞事業は、現在でも地域包括支援センターが受託できま   
すが、当該センターが委託できる業務を緩和し、介護予防に係る音及啓   
発や地域活動を支援する事業なとを受託することができるようにします。  

（2）これらの事業をあわせて実施することにより、特定高齢者の把撞につ   
いてもーt効果的な業務の実施が可能となります。  

（3）また、これらの事業は地域支援事業交付金の対象となることから、受   
託した場合、当該センターの体制整備も図られることとなります。  

棚き．  
介書手賄事＋に馳■鴨あけてい棚均等自治㈱棚や介簾予断  

フロケ弓ム覆すペての市棚に付し、柳に憫纏供し、市棚  
■レ蓼す。   

引き続き、介護予防事業に効果をあげている先駆的な自治体の取組や介護  
予防プログラムをすべての市町村に対し、積極的に情報提供し、市町村を支  
接します。  
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